
令和５年度 静岡県ふじのくに防災士養成講座実施要領

１ 目的

本講座は、防災に関する専門知識や実践力の習得により、防災現場のリーダーとして活

躍できる人材を養成し、もって関係機関や地域との協働による地域防災力の向上を図るこ

とを目的とする。本講座の修了者が、家庭、職場、学校、自主防災組織等において地域防

災の指導者として活躍することで、静岡県の地域防災力の強化が期待される。

２ 主催

本講座は、静岡県と静岡県公立大学法人静岡県立大学との共催とする。

３ 受講対象者

本講座の対象者は、以下のとおりとする。

(1)県内の行政機関（消防団、水防団を含む。）に勤務する者

(2)県内の事業所、自主防災組織などにおいて防災活動に従事する者

(3)ふじのくに地域防災指導員

(4)防災に興味・関心がある県内の大学生又は大学院生

(5)上の(1)～(4)の他、防災、災害現場で活動する者。

４ 講座日程、カリキュラム及び会場

(1)本講座は、静岡県立大学を中核会場として主に平日に実施するＡコース、静岡県地震防

災センターを会場として主に週休日に実施するＢコース、Ａコースをオンラインにより

聴講するＣコースとし、詳細な内容は、別に定める。

(2)本講座の構成は、講義の聴講、実技講習及びテキストによる自主学習とする。

なお、「普通救命講習」を既に履修している者は同講習を、「ＤＩＧ(災害図上訓練)等の

演習」の経験のある者は同演習をそれぞれ受講したものとし、受講を免除する。

※「普通救命講習」及び「ＤＩＧ(災害図上訓練)等の演習」は実技講習のみで実施

５ オンラインによる聴講

本講座（Ｃコース）の講義は、ＷＥＢ会議システム（Zoom）によるリアルタイム聴講と

する。また、質疑応答は実施しない。

６ 受講料

(1)本講座の受講料（テキスト代）は、3,000円とする。ただし、本要領３受講対象者(1)に

該当する者は無料とする。

(2)本要領10(2)における２年目の受講者は、前項(1)のとおり受講料を徴収する。



７ 定員

定員は、Ａコース 150 人、Ｂコース 70 人、Ｃコース 100 人とする。

８ 受講者の募集

(1)本講座の受講者募集期間は、令和５年６月１日(木)から７月７日（金）までとする。た

だし、受講希望者が定員に達したときは募集を締め切り、定員に達しない場合は募集を

延長する。

(2)受講希望者は、県電子申請システムを利用し、静岡県地震防災センター宛てに申し込む

ものとする。

９ 受講者の決定と結果通知

令和５年７月 21 日(金)までに、受講者を決定し、その結果を受講希望者に通知する。

10 講座の修了

(1)本講座の必修科目数の８割以上を履修した者は、本講座を修了したものとし、修了証を

授与する。

(2)単年度で必修科目の８割を履修できなかった者は、翌年度に開催する同講座のうち、未

履修の科目を履修し、２年間の合計で８割以上を履修した場合には、修了証を授与する。

11 静岡県ふじのくに防災士の称号付与

本講座を修了した者に対し、「静岡県ふじのくに防災士」の称号を付与する。

12 修了者名簿の提供

本講座の修了者名簿は、別に定める「静岡県ふじのくに防災に関する知事認証認定要領」

第５条第２項に基づき、修了者の同意を得た上で、修了者の居住する市町に提供できるも

のとする。

13 その他

（1）本講座のうち、対面で行われる講座（Ａコース・Ｂコース）は、特定非営利活動法人

日本防災士機構の認定講座とし、本講座のうちＡコース及びＢコースの修了者は、同

機構の防災士認定試験の受験資格を取得する。

〈2）ただし、本要領 10(2)により本講座を修了するため、令和４年度にオンラインで受講

し、今年度Ａコース又はＢコースを２年目として履修する者は、前項の防災士認定試

験の受験資格には該当しない。


